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低いといわれている事業所得者について、所得をもれなく把握するためには、売上金額

と仕入金額を正確に捕捉する必要があるが、課税当局が入手する情報は直接的ではなく、

間接的な捕捉である以上、一定の効果しか見込めない。従って、課税の公平は真に国民

のための租税制度の改善によって求められるべきであること。 

3.  マイナンバー制度により所得を把握するのは課税するためだけではなく、「社会的弱

者」を把握し、例えば給付付き税額控除などの施策を実施するためでもあると説明され

ているが、所得の把握だけではその人が「真に手を差し伸べるべき人」であるかどうか

は判断し得ない。 

例えば所得の多寡による年金の給付制限についても、現行制度では給与所得の多寡

のみで判定しているため、事業所得や金融所得などがいくらあっても制限が行われな

いといった不公平が生じてしまうこと。 

4.  納税者利便の向上として、住宅ローン控除等の申告手続きにおいては住民票写しの添

付が不要となることや、マイナポータルにログインすれば、利用者識別番号と暗証番号

を入力することなく e-Tax のメッセージボックスの閲覧等が可能となることなどの説

明があるが、国民側では最低限の手続き負担が変わらず発生し、本当に納税者利便が向

上しているかについては、国民それぞれ受け止め方が異なること。 

 また、制度創設時にはマイナポータルを利用した記入済み申告制度の導入が検討され

ていた経緯もあり、貴庁や国側の利便性のみを追及するのではなく、申告納税制度の理

念を損なうことなく、納税者の自主的な申告という制度の根幹をゆがめない制度設計で

あるかを再検証すべきであること。 

5.  ２万円のマイナポイントの申込者への付与やテレビＣＭなど、マイナンバーカード関

連の予算が総額２兆円を超えるような普及活動が行われたにもかかわらず、費用対効果

やその検証が何らなされていないこと。それに加えマイナンバーカードの券面のナンバ

ーレス化への更新維持やシステム維持のためなど、今後も巨額の追加予算が必要と見込

まれること。 
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